
２．全ての教育関係者が学校・教職員の業務改善の取組を強く推進していくこと

１.校長及び教育委員会は学校において「勤務時間」を意識した働き方を進めること

○ 平成29年３月に改訂された新学習指導要領等を確実に実施し、学校教育の

改善・充実に努めていくことが必要不可欠。
○ 一方、教職員の長時間勤務の実態は看過できない状況であり、教育の質の
確保・向上の観点からも、「学校における働き方改革」を早急に進めていく
必要がある。

⇒「今できることは直ちに行う」ことを全ての教育関係者に呼びかけるとともに、

国においても早急に支援を求めるため「緊急提言」がまとめられた。

３．国として持続可能な勤務環境整備のための支援を充実させること

① 適切な手段での教職員の勤務時間を把握すること。ICTやタイムカードなど
勤務時間を客観的に把握し、システムの構築に努めること。

② 勤務時間外の問合わせ対応のための留守番電話等の整備、部活動休養日等の
部活動の適切な運営、学校閉庁日の設定等を講じること。保護者や地域住民等の
理解を得るための取組を進めること。

③ 管理職の役割分担を明確にするとともに、マネジメント研修を充実すること。

① 教育委員会において、所管する学校に対する業務改善方針・計画を策定すること。
② 統合型校務支援システムの導入促進により業務の効率化などを図るとともに、ICT
を活用し、教材の共有化を進めること。

③ 学校に対する依頼・指示等を整理・把握し、精選及び合理化・適正化を進めること。
④ 給食費の公会計化を進めるとともに、学校徴収金に係る業務について、教員の業務
としないよう努めること。

⑤ 事務職員の活用による事務機能の強化、業務改善の取組の推進に努めること。

以下に掲げる支援策を早急に講じられるよう、平成30年度予算において取り組むべき。

① 学校・教職員の勤務時間管理及び業務改善の促進
・学校現場の業務改善を加速するための実証研究やアドバイザー派遣 等

② 「チームとしての学校」の実現に向けた専門スタッフの配置促進等
・教員の事務作業等をサポートするスタッフの配置促進

・部活動指導員の配置促進及び部活動の運営に係る指針の作成
・スクールロイヤーの活用促進に向けた体制の構築 等

③ 学校の指導・運営体制の効果的な強化・充実

・小学校における専科教員や中学校における生徒指導担当教員の充実 等
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